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研究の目的と内容

職業能力開発促進法に定められる「職業訓練基準」

は，平成５年度に大きな見直しが行われて以来10数

年が経過していることから，今後５年程度をかけ厚

生労働省にて分野別に順次見直される予定である。

本研究のフレームは，その一助となり得るよう訓練

基準の適正な見直しや弾力的訓練の設定等に寄与し

うる基礎的研究にあり，同省の委託を受け，当セン

ターにて今後継続的に進めることとなった。

初年度である本年度は，電気・電子分野について

見直し研究を行った。

a 研究の目的

「職業訓練基準」は，職業能力開発促進法に規定

され，訓練を円滑に実施し水準を維持向上するため

の重要な施策の一環として運用されているが，近年，

社会や産業構造の変化，技術技能の著しい進展等に

より，訓練の実施環境が大きく変化しつつある。

このため，今後とも地域や産業ニーズに的確に対

応した訓練を実施していくには，産業や人材ニーズ

の動向，訓練運営の実態，修了後の評価等に基づき，

訓練科や教科目等の見直しを不断に行っていく必要

がある。本研究の目的は，これらを専門分野別に検

討し，翌年度本省にて予定される省令改正にむけて

有益な検討素材を提供することにある。

s 研究の位置づけ（図１）
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図１　職業訓練基準の改正プロセスと本研究の位置づけ



d 研究内容

公共および認定訓練で実施する訓練系や科を，現

代の技術動向や能力開発ニーズに的確に対応した内

容とするため，今日的視点から職業訓練基準や細目

のあり方を見直す。

普通職業訓練と高度職業訓練を対象とするが，特

に前者は広範な社会的影響力を持つことから，本研

究では，「別表第２」（普通課程長期）を中心に，訓

練系・専攻科ごとに現行基準の見直しを行うととも

に，必要に応じて新たな系や科の提案を行う。

①　別表の見直しと提案（訓練系・専攻科の分類，

名称，技能・知識の範囲，教科，訓練期間・時

間，設備の種別・名称）

②　上記に係る詳細内容の見直しと提案（教科の

細目，設備の細目を中心に）

f 年度別計画（予定）

毎年度１～２分野を対象とし，おおむね５年程度

で主要分野の見直しを行う。

平成17年度 金属・機械分野（厚生労働省専門調

査員会にて昨年度検討済み）

平成18年度 電気・電子分野（本年度）

平成19年度 建築・土木，非金属加工分野

平成20年度 情報・通信，サービス，食品分野

平成21年度 農林，繊維・繊維製品，デザイン，

化学，医療分野

平成22年度 機械・金属，運搬機械運転分野

g 成果の活用

本省における活用（法改正作業への参考素材の提

供），および訓練施設における活用（技術や人材ニー

ズ，訓練等の動向に関する参考資料）など。

h 平成18年度の研究内容

電気・電子系分野を対象とし，「別表第２（普通課

程長期）」を中心に見直しを行った。

①当該分野にかかわる産業，技術，人材育成ニー

ズ等の動向

②公共職業訓練の役割，運営の現状と課題

③訓練系・科のあり方（分類，名称，仕上がり像，

訓練期間，教科等）

④細部の基準のあり方（教科の細目，設備基準等），

ほか

j 平成18年度の研究経緯

「職業訓練基準の分野別見直しに係る基礎研究会

―平成18年度電気・電子分野」を組織化し，基礎研

究を進めた。

委員は，民間委員，公共委員，識者専門家，オブ

ザーバー等，バランスある構成で行った。

研究会を６回開催する一方，公共訓練施設（県施

設）４ヵ所へのヒアリング調査を行い，運営実態や

現場意見を収集しながら訓練基準の具体的な見直し

検討を進めた。

研究結果の概要

１．電気・電子分野の市場動向と訓練ニーズの
動向

１.１　電気・電子分野の市場と人材ニーズの動向

a 業種別の市場と人材ニーズからみた各業種の

特性

「日本標準産業分類」（総務省）における，当分野

に密接に関連する「設備工事業」，「電気機械器具製

造業」，「情報通信機械器具製造業」，「電子部品・デ

バイス製造業」の各業種について，市場，技術，人

材ニーズ等の動向を調査した。市場規模，従業員数，

人材ニーズの関係から雇用動向を見ると，図２のよ
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図２　市場規模と人材ニーズ（正規社員）からみた
各業種の特性



うな業種特性がうかがわれる。

電気・電子分野では，「設備工事業」の人材ニーズ

が最も高く，次に「電気機械器具製造業」，「電子部

品・デバイス製造業」が続き，「情報通信機械器具製

造業」は小規模である。「通信業」は市場規模は大き

いが，現状では人材ニーズはそれほど多くない。

職種別ニーズでは，「電気設備業」では電気技能者

が，「電気通信業」では電気技術者が，「電気機械器

具製造業」，「電子部品・デバイス製造業」，「情報通

信機械器具製造業」では，設計等にかかわる電気技

術者が求められる傾向にある。これらは，現状の職

業訓練において，各訓練科の設置動向や訓練内容の

方向にも反映していると思われる。

s 電気・電子分野における人材育成ニーズの方

向性

電気・電子分野では，以下のような人材への育成

ニーズが高いと考えられる。

①設備業……電気設備や電気機器に関する資格を

持ち電気工事ができる人材，現場工程等を管理

できる人材，設備や機器の維持保全ができる人

材など。

②製造業……生産現場の管理ができる人材，電気

機器やシステムに関する回路設計・組込み等が

できる人材，新しい技術を開発する人材など。

「電気」分野では，今後とも生産現場を担う技能

者育成ニーズが高い一方，現代では制御技術の習得

が必須であり，全体を保全管理する能力も求められ

ている。

「電子」分野では，機器の分解・組立て等の作業

ニーズは減少し，現代ではIC回路が技術の中心にあ

ることから，制御や回路を理解したうえでの製品へ

の応用技術（組込み，プログラミング，ネットワー

ク等）が重視され，訓練も高度化しつつある。

「通信」分野は，成長分野だが見えにくい部分も

ある。

その他，一線の生産現場では，機械・電気・電

子・情報等を複合的に組み込んだ総合的ものづくり

が重視され，今後，訓練現場でも何らかの対応が必

要になっている。

一方，若者人材の確保については，若者のものづ

くり離れ，少子化の進展，技術技能の伝承困難等の

現象がこの分野でも顕著であり，各地の訓練施設で

も募集に苦労している様子がうかがわれる。今後と

も，地域や企業，学校教育，行政等との連携を深め

ながら，産業界が必要とする若者の確保・育成を計

画的に図っていく必要がある。

１.２　電気・電子分野の訓練基準と訓練運営の

現状

a 職業訓練基準の概要

訓練基準は「職業能力開発促進法」に定められ，

細部の基準は以下に示されている。

①施行規則……訓練課程の種類（普通，短期，専

門，応用），各課程の訓練基準，指導員免許，技

能検定，別表２（普通課程の訓練基準），別表４

（短期課程の訓練基準），別表６（専門課程の訓

練基準），別表７（応用課程の訓練基準）。

②通　　達……訓練基準の運用（各課程の全般的

運用方針），教科の細目，設備の細目，教科編成

指導要領，技能照査の基準の細目，電気工事士

養成施設の指定，ほか。

訓練基準の運用に当たって留意すべきは，職業訓

練の実施に当たり遵守しなければならないのは，施

行規則の「本則」（訓練課程ごとに規定された第10～

15条）に記載された事項のみであり，巻末に付され

た「別表」の内容ではない。

したがって，職業訓練には，別表による訓練（い

わゆる「準則訓練」または「Ａ型訓練」）と，それ以

外の訓練（いわゆる「Ｂ型訓練」等）があると理解

される。

前者は，訓練科ごとに別表に定める内容を満たす

必要がある。別表に記された期間での実施が困難な

場合は，規定の範囲内で延長した期間の設定が可能

である。

後者は，本則の事項を満たせば，各課程の職業訓

練として扱われる（別表に掲載されていない短期課

程の科，日本版デュアルシステム，実践型人材養成

システム等）。

したがって，今回の検討は，前者の別表による訓

練を対象とした見直し作業となる。
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s 電気・電子分野の訓練科の設置状況

各課程別の電気・電子分野の訓練科の分類および

設置状況は以下である。

普通課程では，公共・認定がほぼ同数設置されて

いる。科別では，「電気工事科」が最も多く，全体の

約半数を占める。次に多いのは，公共校では「コン

ピュータ制御科」で，それ以外の科は少ない。認定

校は，「電気工事科」が最も多く，次に「電子機器科」

と「電気機器科」が多い。

その他，実際運営においては，上記の基準科名以

外にも多様な科名がある（準則訓練）一方，別表に

よらないＢ型訓練や短期課程も多数あるとみられる。

専門課程では，電気・電子システム系の「電子技

術科」が最も多く設置されている。

応用課程では，生産システム技術系に「生産電子

システム技術科」が設けられている。他の「生産機

械システム技術科」と「生産情報システム技術科」

を含む３科は，相互を複合的に学び，「開発課題」の

製作で３科が合同して取り組む仕組みとなっている。

d 普通課程電気・電子分野の訓練科の運営状況

見直し検討作業に先立ち，厚生労働省では，平成

17年３月，都道府県に対し普通課程訓練の実施状況

に関する調査を行った。「別表２」に記載された訓練

科（基準科）が，電気・電子分野では運営上どのよ

28 技能と技術

課程

電気・電子分野の実施訓練科数

訓　練　科

訓練系 専攻科

都道府
県校

障害者
校

能開
機構校

設定校 計

16．製造設備科

17．電気通信設備科

18．電子機器科

19．電気機器科

21．電気製図科

22．発変電科

23．送配電科

21．電気工事科

116．電気通信科

20．コンピュータ制御

135．メカトロニクス科

６．電気・電子系

７．電力系

44．通信系

６．電気・電子系

54．メカトロニクス系 

普通

計

4  

3  

3  

49  

3  

20  

（30）

82  

（112）

 

6  

1  

 

 

3  

（4）

10  

（14）

5  

 2  

14  

11  

1  

6  

32  

 

1  

（2）

72  

（74）

9  

 2  

23  

15  

0  

1  

6  

81  

3  

24  

（36）

164  

（200）

＊注１．平成17年度実施実績（厚労省調べ）
 　２．上記は施行規則「別表第２」に基づく訓練科の箇所数
 　３．その他，別表以外の科名が多数あるが，範囲が限定できないため上記集計からは除いている。
　　　　委託訓練やデュアル科も除いている。
 　４．（　）はメカトロニクス科を含む総数

課程

電気・電子分野の実施訓練科数

訓　練　科

訓練系 専攻科

都道府
県校

障害者
校

能開
機構校

設定校 計

生産電子システム技術科

電気技術科

電子技術科
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計
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 1 
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42 

＊注１．平成17年度実施実績（厚生労働省調べ）
 　２．上記は，施行規則別表第６（専門課程）｣，｢別表第７（応用課程）｣の専攻科を設置している箇所数
 　３．委託訓練，デュアル科は除く

１．生産システム技術系

２．電気・電子システム系専門
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0 

表２　専門課程・応用課程における電気・電子分野の訓練科の設置状況

表１　普通課程における電気・電子分野の訓練科の設置状況
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うに変更されているかを見ると，以下の傾向が見え

る。

①訓練期間の延長……普通課程の期間は原則高卒

１年だが，短期課程を１年に延長した科，およ

び高卒１年を２年に延長した科が多数見られる。

前者は「電気工事科」に多く，後者は「電気工

事科」，「コンピュータ制御科」で顕著である。

②科名の変更……「製造設備科」，「電子機器科」，

「コンピュータ制御科」で多く見られる。「電気

工事科」の科名変更は比較的少ないが，「電気設

備」や「電気システム」をキーワードとした科

名変更が見られる。

③教科の延長および細目の変更……実習時間の延

長による「科目の延長」が多く見られる。「教科

の変更」も多く，電気関係では，「制御」や「保

守管理」，「一貫作業」，「幅広い工事対応」，「検

査法」，「通信設備」，「資格」等に係る科目の増

強が見られる。電子関係では，「シーケンス制御」，

「回路の測定・設計・製作」，「制御プログラミン

グ」，「メカトロ」への対応等，幅広い分野への

対策が行われている。

１.３　訓練施設へのヒアリング調査

現行の訓練基準の運用の実際や問題点・意見を把

握するために，大都市圏と地方圏の公共訓練施設

（都道府県施設）４ヵ所へヒアリング調査を行った

（表３）。

本調査から，①科名の設定法，②入口（募集，生

徒像），③出口（求人，就職），④期間，⑤資格への

対応，⑥地域ニーズへの対応，⑦モラル・マナー教

育，⑧カリキュラム・指導法，⑨指導体制，⑩外部

評価の方法，⑪訓練基準への意見，⑫系分類のあり

方，⑬組込み系のあり方，⑭設備基準への意見，等

に関する貴重な見聞が得られた。

特に，出口の求人ニーズはいずれも高く，就職は

好調な一方，どこも，入口の募集で苦労し，若者へ

の仕事の魅力化や学校PR等が課題との意見が多く聞

かれた。

２．電気・電子分野の訓練基準の検討

２.１　見直しの枠組みの検討

産業界や技術の動向，人材ニーズや職業訓練の動

表３　ヒアリング調査先リスト

地
域

首
　
　
都
　
　
圏

地
方
圏

施設名 募集科名
（別表上の科名）

課程
期間 対象定員 備　考

①Ｋ立Ｆ校

②Ｔ立Ｆ校

③Ｔ立Ａ校

④Ｆ立Ｋ校

コンピュータ・システム開発
コース
（コンピュータ制御科）

エレクトロニクス科
（コンピュータ制御科）

電気設備技術科
（電気機器科）

ネットワーク技術科
（Ｂ型科）

電気・通信工事科
（Ｂ型科）

電気工事科
（電気工事科）

電気設備保全科
（Ｂ型科）

電気制御システム科
（電気機器科）

情報制御システム科
（コンピュータ制御科）

普通
２年

普通
２年

普通
１年

短期
１年

短期
６ヵ月

普通
１年

短期
６ヵ月

普通
２年

普通
２年

新高卒20名，一般20名，
計40名

高卒等
（おおむね30歳以下）
30名

高卒等
（おおむね30歳以下）
30名

一般（年齢不問）
30名

一般（年齢不問）
30名

高卒等
（おおむね30歳以下）
30名

高齢者
30名

高卒等
20名

高卒等
20名

第二種電気工事
士養成認定施設
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向を踏まえながら，見直しに当たって重要になる以

下のような論点への議論を行い，見直しの枠組みを

確定して行った。

①当分野の訓練基準の全体的あり方，②課程区分，

系・科の分類，科名等のあり方，③分野の複合化や

高度化への対応，④普通訓練における電子系ニーズ

減少への対応，⑤電気系資格への対応，⑥生産管理

ができる人材ニーズへの対応，⑦多様な訓練生，若

者への対応，⑧その他（安全衛生，設備基準，時間

数・配分等）

a 見直しの枠組みの方向

①普通課程を中心に見直し……本年度は，時間的

制約から別表２の「普通課程」の見直しを中心

とし，高度訓練（専門課程，応用課程）は点検

程度にとどめた。

② 「別表２」に掲げられた現行各科の見直し……

現行のすべての科を対象とするが，「メカトロニ

クス科」は昨年度検討済みのことから，除外す

ることとした。

③分類法の不具合の見直し，新たな科・系の提案

……現行の分類法は，今日の技術や訓練の動向

にそぐわない点が見られるため，可能な範囲で

分類法の見直し提案を行う。あわせて，必要と

思われる新たな「科」や「系」の設置を提案す

る。

④設備基準の見直し……「別表２」の現行科の基

準の見直しを行う。あわせて，新科の設備基準

の提案を行う。

⑤指導要領他の見直し……時間的制約から，今回

の作業では見送った。

s 各科基準の見直しの方向

①科名変更，廃科……現代の動向にそぐわない科

が一部あるが，変更・廃止の場合の影響を配慮

し，今回の提案では見送ることとした。

②年限，時間……普通課程は原則１年だが，内容

習得上必要な科については２年制の提案を行う。

後述の新科「電気設備科」は，内容習得面から

は２年制もあり得るが，企業側の短期育成ニー

ズや，実務部分は就職後OJTで身に付けた方が

効果的との意見もあり，今回の提案は１年制で

行うこととした。

③系基礎科目……訓練系ごとに系基礎科目の見直

しを行った。「電気・電子系」は多様な科が所属

している事情を配慮した。「電力系」は，高圧系

２科（「発変電科」と「変送電科」）と，低圧系

の科（「電気工事科」） が同系にあるため不都合

部分も多く，共通部分を見直した。可能であれ

ば，電気工事科は別途，電気設備に関する新系

への配属が望ましい。その他，新設の系につい

て，系基礎科目を設定した。

④教科の細目，時間配分……訓練科ごとに教科の

細目を見直し，必要要素の盛り込みと不要部分

の削除を行った。時間配分では，なるだけ縛り

を軽くとの意見が多く聞かれた。しかし，現行

でも平均６割程度と強くないので，現行の時間

配分内での変更を行った。習得目標の高い科は，

９割程度の拘束を持つ時間配分とした。

⑤設備基準……不具合な点について見直した。IT

化に伴い，今日ではPCやCADは１人１台必要で

あり，測定機器類の不足についても見直した。

新科については，現行の類似科を参考に新たに

設備基準を設定した。

d その他の問題

①安全教育……昨年度「金属・機械分野」の検討

において，共通的科目として見直す方向となっ

たことから，今回の検討からは除いた。

②倫理教育，生活指導等……若者養成を行ううえ

で重要化しているとの指摘が多く聞かれた。し

かし，専門科目の中に盛り込むことは難しいこ

とから，「社会」等の科目で配慮を願う一方，自

主設定時間での対応を期待することとした。

２.２　新たな科・系の検討と提案

a 新たな系・科の提案の方向

①電気設備分野……ビルや施設・住宅等に附帯す

る電気設備ニーズが増大しているが，現行の訓

練分類表には電気設備に係る系がなく，業界実

態にあわない点がある。そこで，将来を考え，

新系「電気設備系」を設け，新科「電気設備科」

（１年）と「電気設備管理科」（１年）を提案し



た。同時に，可能であれば，現行の「電気工事

科」を，この新系に移すことを提案に盛り込ん

だ。

②組込み技術分野……技術動向調査やヒアリング

を通し，組込み分野の人材ニーズ増大が明白と

認識された。そこで，電子分野の新系として

「組込み系」の提案を行うこととした。この系は，

ハードとソフトの両面の習得が必要だが，出口

は２方向があり得ることから，ソフト寄りの

「組込みシステム開発科」と，ハード寄りの「組

込み制御科」の２科（いずれも２年）を提案す

ることとした。

③総合的ものづくり分野……企業の一線現場では，

電気・電子・情報・機械等を一体化した複合技

量が求められる時代にある。現行の機械系寄り

の「メカトロ系」とは性格が異なるため，新た

なモデルとして「総合系」を提案し，民間事例

を参考に，新科「ものづくりシステム科」（２年）

を提案した。この科は，育成目標や仕上がり像

が明確で，習得範囲も広いことから，時間的し

ばりを９割程度とした。

s 職業訓練分類表の見直しの提案

今回の見直し作業から，最終的に表４のような分

類表の見直しを提案した。

「電気工事科」は，現行の「電力系」から新たな

「電気設備系」に移すことが望ましい。しかし，新設

や移設が困難な場合も考えられるので，「電気設備系」

を設ける場合と設けない場合の２種類の分類表を提
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（＊斜体は，新系および新科）

16  製造設備科

17  電気通信設備科

18  電子機器科

19  電気機器科

21  電気製図科

22  発変電科 

23  送配電科

116  電気通信科

20  コンピュータ制御科

135 メカトロニクス科

１年

１年

１年

１年

１年

１年

１年

２年

１年

建物の電気設備に関する新系

電力系から移す

電気設備の基本に関する新科

電気設備の維持管理に関する新科

組込み技術に関する新系

組み込みに関しハードウェアに
 重点を置いた新科
組み込みに関しハードウェアに
 重点を置いた新科

電気・電子・機械・情報等を総合
 した新系
電気・電子・機械・情報等を総合
 新科

１年

１年

１年

２年

２年

２年

２年

新  組み込みシステム開発科

新  組み込み制御科

新  ものづくりシステム科

６ 電気・電子系

新  電気設備系
新  電気設備科

新  電気設備管理科

７  電力系

44  通信系

６  電気・電子系

新  組み込み系

新  総合系

54  メカトロニク
      ス系

３ 電気・
　 電子

総合 総合

４ 制御

３ 通信

２ 電力

１ 設備・
　 機器

大分類分野 中分類分野 訓練系 専攻科名 期間 備　　考

24  電気工事科

表４　電気・電子分野の職業訓練分類表の見直し提案（「電気設備系」新設の場合）



示することとした。

３．電気・電子分野の訓練基準の具体的見直し

３.１　現行の系・科の訓練基準の見直し

a 各分野別の現行科の見直し方針

①電気系分野……現行では，電気・電子系の「製

造設備科」，「電気機器科」，「電気製図科」，およ

び電力系の「発変電科」，「送配電科」，「電気工

事科」が該当する。

近年，この分野では「自動制御」技術が必須

化しているため，全般的に内容の拡充を図った。

電気工事科では，関連実習教科を追加した。

電気工事科は設置数が最も多い上，電気機器

科等でも第二種電気工事士の養成施設の認定を

受けている例が多く，電気系は基本的に電気設

備施工を含んだ内容が望ましいといえる。しか

し，資格優先の設定は，本来の訓練目標から外

れる可能性があるので，より柔軟に対応できる

ような基準を心がけた。

②電子系分野……現行では，電気・電子系の「電

子機器科」，「コンピュータ制御科」が該当する。

電子機器科は，仕上がり像の再検討が必要で

あり，例えば回路設計の変化や高速化に伴う高

周波技術ニーズに応え，プリント基板等の検

査・故障解析を行い保守メンテナンスができる

人材を目指す，等の観点から見直しを行った。

コンピュータ制御科は，広範な訓練ニーズに

対応するため，実際運営が多様化しており，特

に，組込み技術ニーズ等への対応を図った。

この科は，２年制の実施例が多い。そこで，

現行の「コンピュータ制御科」は１年制として

残す一方，２年制ニーズと組込み技術という新

たな時代ニーズに応えるため，新系「組込み系」

を設け，新科「組込みシステム開発科」と「組

込み制御科」（何れも２年）を提案した。

組込みシステムは，核部分が電子技術で，シ

ステム化する部分が情報技術であることから，

前者はソフトウェアに，後者はハードウェアに

重点を置いた技術者を仕上がり像として想定し

た。

③通信系分野……現行では，電気・電子系の「電

気通信設備科」（１年）と通信系の「電気通信科」

（２年）が該当する。

現状は両科とも設置が少ないが，免許や資格

取得に必要な技術を主とした基準が整備済みで

あり不具合が認められないので，多少見直す程

度とした。

④メカトロニクス系分野……昨年度行われたため，

今回は除外した。

⑤総合系分野……企業内の認定校では，多分野に

わたる基礎的技術・技能を身に付けたうえで，

特定分野に特化した高度な技術・技能を発揮し，

グローバルに活躍できる人材の育成が急務とな

っている。これらの業界ニーズへの対応を図る

ため，従来のメカトロニクス系（「電気」「機械」）

に「情報」技術を加えた３本柱の上に，さらに

「管理」技術の強化を含んだ新たな系として，

「総合系」を立て，新科「ものづくりシステム技

術科」を提案した。従来にない分類形態だが，

将来への１つのモデルとして提案することとし

た。

s 現行の各訓練科の訓練基準の具体的見直し

上記方針に基づき，現行の「電気・電子系」，「電

力系」，「通信系」，「メカトロニクス系」について，

各訓練科ごとに，系基礎科目，教科目，教科の細目，

時間配分など個別の詳細な見直しを行った。

３.２　新たな系・科の提案

a 現行の電力系における新科の提案

電気設備分野の訓練ニーズが高まっている点を配

慮し，現行の電力系の中に，新科「電気設備科」お

よび「電気設備管理科」の提案を行い，具体的な訓

練基準を定めた。

s 新系「電気設備系」の提案と配属法の変更

新系「電気設備系」を設けた場合の系基礎科目の

設定を行った。本来的には，現行の「電気工事科」，

および新科「電気設備科」，「電気設備管理科」は，

こちらの新系に移す方が望ましい。新系を設けた場

合の系基礎科目と各科内容の関係を修正した。
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d 新系「組込みシステム系」と新科の提案

新系「組込み系」の概念図を図３に示す。共通と

なる系基礎科目を設定するとともに，新科「組込み

システム技術科」および「組込み制御科」の訓練基

準を定めた。

f 新系「総合系」と新科の提案

新系「総合系」の系基礎科目を設定するとともに，

新科「ものづくりシステム科」の訓練基準を定めた。

４．設備基準の見直し

４.１　現行の科の設備基準の見直し

a 共通事項

訓練基準の見直しに応じた設備機器の整備だけで

なく，効率的訓練を展開するために必要な機器の設

置台数の見直しを行った。パソコンは情報リテラシ

ー訓練を行ううえで，全員同時受講の体制が不可欠

なため，相当数の基準台数を見直した。

s 系・科ごとの設備基準の見直し

電気・電子系，電力系，通信系に属する各訓練科

ごとに，不具合な点を時代ニーズや運営実態にあっ

たものとなるよう見直した。

４.２　新科の設備基準の提案

a 共通事項

現行の類似科の設備基準を参考にしながら，新科
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図３　新系「組込みシステム系」と新科２科の概念図
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の設備基準を設定した。

特に電気・電子分野の技術革新は，今後も加速度

的な進展が明白であり，従来以上に適切な機器類の

整備とともに迅速な機器更新や改良が求められる状

況にある。現行の設備基準との整合性を視野に入れ

つつ，質・量ともに従来以上の基準を提案した。

s 新科の設備基準の設定

新科「電気設備科」，「電気設備管理科」，「組込み

システム開発科」，「組込み制御科」，「ものづくりシ

ステム科」の各科について，必要最低限の設備基準

を設定した。

５．今後への検討課題

「教科指導要領」，「技能照査の細目」，「指導員免

許」など，さらに詳細な細目の見直しは今後の継続

検討課題とした。本年度は，時間的制約から，「別表

２」（普通課程）が中心となったが，「別表６」（専門

課程），「別表７」（応用課程）の詳細な検討は今後を

待ちたい。

本報告を参考に，次年度，厚生労働省において法

制化への継続作業が予定されている。さらに現実的

な検討が加えられ，電気・電子分野の訓練基準が時

代社会の変化に的確に対応したものとなることを期

待したい。

末尾ながら、調査にご協力をいただいた皆さまお

よび委員会の開催に当たりご尽力をいただいた委員

の方々に心から感謝申し上げます。

詳細については、能力開発研究センター発行の調

査研究報告書No.140をご覧ください。なお、報告書

等については当センターHPよりダウンロードできま

すのでご利用ください。

http://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/db/kankoubutu/

調査研究資料

◎　事業主の人材育成能力の強化　―企業の教育訓練担当者を育成するための訓練プログラムの開発・実施―

概要 企業は人材育成についてさまざまな問題を抱えていますが，企業の教育訓練を担当する者の育

成を行うことにより，それらの問題の中のいくつかを解決することができます。本報告は，中小企

業で実施が可能な教育訓練担当者育成のための訓練プログラムについて調査研究したものです。

◎　離職者訓練における職業能力評価に関する調査研究

概要 離職者訓練の受講により習得した職業能力を客観的かつ公正に評価・証明するため，システ

ム・ユニット訓練をもとにしながら職業能力評価の仕組みについて検討するとともに，職業能力評

価を実施する訓練課題を作成し，職業能力評価が訓練受講者の就職促進および離職者訓練の品質の

向上等に資することを目的としています。

◎　職業訓練基準の分野別見直しに係る基礎研究　―平成19年度建築・土木，非金属分野―

概要 職業能力開発促進法に定められる「職業訓練基準」は，平成５年度に大きな見直しが行われて

以来10数年が経過していることから，厚生労働省にて分野別に順次見直される予定となっています。

本研究の目的は，その一助となり得るよう訓練基準の適正な見直しや弾力的訓練の設定等に寄与し

うる基礎的な研究にあります。昨年度の電気・電子分野に続き，今年度は建築・土木，非金属分野

について見直し研究を行ったので報告します。

教材情報資料

◎　総合的ものづくり人材教育訓練コースの教材開発事例（仮称）

概要 総合的ものづくり人材の育成に必要な実践的なカリキュラム・教材の蓄積を行い，普及するこ

とを目的としており，本報告書はその事例集となっています。
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